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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月12日(2013.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　（工程７）：レジストマスク形成工程
　次に、ハードマスク２２の層の上に、レジスト２４をスピンコート法等によって形成し
た後、ソフトベークを行い、露光、現像を行ってからポストベークを行う。なお、ポスト
ベークの代わり、紫外線照射による硬化処理（ＵＶキュア）を行っても良い。こうして、
上部電極パターニング用のレジスト２４をパターニングする（図１（ｇ））。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
＜ドライエッチング装置の構成例＞
　図２は本実施形態に係るドライエッチング方法を使用するドライエッチング装置の構成
図である。ドライエッチング装置１１０は、例えば誘電結合方式（Inductive Coupling P
lasma：ＩＣＰ）の装置を用いる。その他には、ヘリコン波励起プラズマ（Helicon Wave 
Plasma：ＨＷＰ）、電子サイクロトロン共鳴（Electron Cyclotron resonance：ＥＣＲ）
プラズマ、マイクロ波励起表面波プラズマ（Surface Wave Plasma：ＳＷＰ）などのプラ
ズマ源を用いた方式を適用することも可能である。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　以上のことから、バイアス周波数は８００ｋＨｚ以上４ＭＨｚ未満が望ましい。さらに
は略１ＭＨｚが望ましい。略１ＭＨｚという場合の「略」の範囲としては、相応の作用効
果が得られる範囲で適宜の許容範囲を設定し得る。例えば、±１５％（±１５０ｋＨｚ）
を許容範囲とすると８５０ｋＨｚ～１．１５ＭＨｚの範囲であり、±１０％（±１００ｋ
Ｈｚ）を許容範囲とすると９００ｋＨｚ～１．１ＭＨｚの範囲である。また、±５％（±
５０ｋＨｚ）を許容範囲とすると９５０ｋＨｚ～１．０５ＭＨｚの範囲である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　［２］ガス圧（エッチング圧力）について
　エッチング圧力は、１Ｐａ未満の場合、イオンエネルギーが高く、下地膜である強誘電
体（ＰＺＴ）のエッチングレートが速く十分な選択比が得られない。逆に５Ｐａ以上の場
合は、ラジカルが多く生成されイオン量が少なく且つイオンエネルギーが低く、貴金属材
料を十分にエッチングすることが出来ない。以上のことから、エッチング圧力（「処理圧
力」とも言う。）は、１Ｐａ以上５Ｐａ未満であることが望ましい。さらには、略３Ｐａ
が望ましい。略３Ｐａという場合の「略」の範囲としては、相応の作用効果が得られる範
囲で適宜の許容範囲を設定し得る。例えば、±０．５Ｐａを許容範囲とすると３Ｐａ±０
．５Ｐａの範囲であり、±１０％を許容範囲とすると３Ｐａ±０．３Ｐａの範囲である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　本発明のドライエッチング方法は、Ｒｕ、Ｉｒ、Ｐｔなどの貴金属或いはその金属酸化
物を良好にエッチングすることができる手段である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　（発明９）：基板上に第１の導電性材料による第１の電極を形成する第１の電極形成工
程と、前記第１の電極に誘電体材料を積層する誘電体層形成工程と、前記誘電体材料の上
に第２の導電性材料による第２の電極を形成する第２の電極形成工程と、前記第２の電極
を構成する前記第２の導電性材料を、発明１から６のいずれか１項に記載のドライエッチ
ング方法を使用してエッチングし、前記第２の電極をパターニングするパターニング工程
と、を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
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